
水土里ネット北海道 技術部地域支援課

地域資源保全情報記録システム
の概要



１．記録システムの概要

記録システムとは？
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水土里ネット北海道が運営する記録システムは、多面的機能支払交付
金に係る活動・確認データおよび各種帳票類を作成するシステムです。

パソコン、スマートフォンおよびタブレット端末を利用し、現地でも
事務所からでもインターネットを通じて簡易に活動・確認データを入力
し、自動的に帳票を作成することが可能です。

タブレットを利用した場合は、現地で撮影した写真がその場で活動
データと一括管理され、後から写真を整理する必要がありません。

主な特長

■シンプルな操作性と選択式入力でデータ入力作業が楽
■ 「いつ」 「どこで」 「誰が」「何を」の情報を管理可能
■GPSによる現在位置の把握（簡易ナビゲーションとして利用）
■各種帳票を自動作成
■撮影した写真を帳票と一括管理



１．記録システムの概要

記録システムの仕組み
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記録システムはインターネット上のサーバに、様々な情報を重ねる
ことで実世界を表現し、利用者はパソコンやタブレットからシステ
ムを利用します。いつでも、どこでもご利用いただけます。

GEOSPACE
航空写真

航空写真

道路図、ほ場図等

ほ場図

記録システム

様々な人が

様々な場所から

様々な機種を使って

利用できるシステムです！



１．記録システムの概要

記録システムの仕組み
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記録システムの利用者は現在、多面的機能支払交付金に係る市町村、
活動組織の利用者です。利用者は通知されたIDとパスワードを入
力し、システムにログインします。
注）事務局を担当する土地改良区・JA等の場合は、活動組織のID
を借りてシステムを利用します。

記録システム

様々な人が利用できるため、

セキュリティ対策としては、

•暗号化通信
•個別ID
•個別パスワード

を採用しています。



１．記録システムの概要

主な機能①
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背景図として航空写真がオンラインで表示されます。
GPS機能を併用すると、現在地を地図上で把握する
ことができます。

航空写真
（～1/1000表示）

１．地図表示・現在地把握

活動データの情報をラベルとして地図上に表示でき
るため、この図形が何の図形かを把握することがで
きます。

最初は「日付」が表
示されますので、い
つ行った活動かが分

かります

２．ラベル表示

３．活動・確認データの入力

活動データとして、「いつ」「どこで」「だれが」
「なにを」を記録することができます。ほぼ選択方
式での入力のため簡単にデータ入力が可能です。

タブレットから撮影した写真は、活動データと共に
保存されるため、帳票を出力すると自動的に関連す
る写真が出力されます。デジカメで撮った写真を後
から関連付けることも可能です。

４．写真撮影

各項目の値を
リストから選択する

だけ

撮影した写真が
自動で帳票に
張付きます



１．記録システムの概要

主な機能②
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画面上で簡易的に距離や面積を計測することができ
ます。

面積：30,951㎡
外周：764ｍ

５．計測（距離、面積）

帳票は入力されているデータを基に、自動的に作成
するため、帳票作成のための労力は必要ありません。
帳票はEXCEL形式でダウンロードできるため、修正
等も可能です。

7．帳票作成

入力された活動データの中から、例えば「5月10日
に活動したデータ」「担当者が○○のデータ」等条
件を指定して検索することができます。

検索条件を指定

６．情報検索

データ絞り込まれ 地図へ移動

日報

写真帳 活動位置図

活動参加者
内訳表

日報と併せて
参加者一覧や写真帳、
位置図を出力します



２．記録システムの運用

運用イメージ（事前準備）
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記録システムはIDおよびパスワードが配布されるとすぐ利用可能で
すが、システムを快適に利用するための事前準備があります。
データを簡易に入力するために、ほとんどの項目はリスト選択方式
を採用しています。人名、施設名、担当者といったデータは各団体そ
れぞれのデータのため、事前にこれらのデータを提出してください。

活動組織の場合

グループリスト

参加者リスト

担当者リスト

路線名称リスト

市町村の場合

活動組織リスト

確認者リスト

立会人リスト

リストを登録しておく
とデータ入力が便利に
なります
担当者等をリストから
選択



２．記録システムの運用

運用イメージ（事前準備－登録リストデータの整理－）
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活動組織名

管理団体_検証用活動組織

グループリスト

グループ名

1班

2班

№ 氏名 集落名 農業者区分

1 橋本　英樹 1班 農業者

2 小川　博基 1班 農業者

3 田村　宏幸 1班 農業者

4 佐々　晴美 1班 農業者

5 岡　多恵 1班 農業者以外

6 雪田　仁司 2班 農業者

7 石川　伸治 2班 農業者

8 仲野　一樹 2班 農業者

9 吉田　薫 2班 農業者

10 佐々木　麻衣子 2班 農業者以外

参加者氏名等リスト

氏名 集落名

小川　博基 1班

田村　宏幸 1班

佐々　晴美 1班

仲野　一樹 2班

吉田　薫 2班

担当者リスト

路線名称 区分

第1号用水路 用水路

第2号用水路 用水路

第3号用水路 用水路

第4号用水路 用水路

第11号排水路 排水路

第12号排水路 排水路

第13号排水路 排水路

第21号農道 農道

第22号農道 農道

第23号農道 農道

路線名称リスト



２．記録システムの運用

運用イメージ
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タブレットを使用する場合

•URL接続

•ID・PW入
力

ログイン
（現地）

•活動内容

•活動場所

•写真撮影

活動デー
タ作成
（現地）

PCからダウ
ンロード

帳票出力
（事務所）

•活動内容

•活動場所

•写真撮影

活動内容
を紙に記
録（現地）

•URL接続

•ID・PW入
力

ログイン
（事務所）

•活動内容

•活動場所

•写真の関
連付け

活動デー
タ作成

（事務所）

PCからダウ
ンロード

帳票出力
（事務所）

タブレットを使用しない場合 2度手
間

写真整理



３．記録システムの導入

導入までの流れ
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利用申請

• 利用申請書の提出

• （利用規約の同意が必要です）

利用許可

• 利用許可書の受理

• （ID・PWの配布）

利用開始
• 利用開始

■記録システム運用開始までの流れ



３．記録システムの導入

導入までの流れ
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■利用申請書の提出

■本システムを利用するための必要書類を提出します。
団体責任者、担当者、ID発行数、タブレットの利用等を記入します。

■システム利用規約を事前にお読みになり、同意のうえ申請してください。
※申請した段階で、規約に同意したとみなされます

■システムで使用するリストデータも併せて提出します。
※これはシステム上で簡易入力を行うためのデータとなります
※「グループ」「構成員」「担当者」「施設名称」等

※利用開始初年度の申請期限は特に設けてはいません。



３．記録システムの導入

導入までの流れ
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■利用許可書の受理

■本会から許可通知を発送します。
※許可通知書には、利用料、問合せ窓口等が記載されています
※許可通知書には、ID・パスワード通知書を添付しています
※利用料の請求は請求書の発送により行います。

■タブレットを利用する場合は、併せてタブレット機器一式を発送します。
※本会設定機器は「SH-05G」AqousPadとなります
※本会が設定するタブレットは、アプリケーションや接続URLに
制限がかかります



３．記録システムの導入

導入までの流れ
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■システム利用開始

■本システムは、基本的にインターネットに接続可能な機器であれば
利用可能です。
※PC、スマホ、タブレット（OSの種別は問いません）等

■普段お使いの機器でインターネットに接続して利用します。
※特別なインストール作業はありません
※利用機種の制限はありません
※ただし、接続するブラウザは「GoogleChrome」を推奨

グーグルクローム

■普段お使いの機器でインターネットに接続して利用します。
※特別なインストール作業はありません

■許可通知書に記載されたURL、ID、PWを入力して利用開始。



別紙1「作業日報の集約について」

パターン1 この背景色の項目が同一の活動を4か所（4ポイント）実施

図形ID 1 2 3 4

活動組織名 A保全会 A保全会 A保全会 A保全会

集落名 事務所２ 事務所２ 事務所１ 事務所２

登録者 水土里A 水土里B 水土里C 水土里D

路線等の名称 農道A 農道A 農道A 農道A

実施年月日 2016/4/1 2016/4/1 2016/4/1 2016/4/1

実施時間帯（開始） 09:00 13:00 15:00 10:00

実施時間帯（終了） 12:00 14:00 18:00 18:00

農地維持

農用地

遊休農地発生防止の
ための保全管理

遊休農地発生防止の
ための保全管理

遊休農地発生防止の
ための保全管理

遊休農地発生防止の
ための保全管理

畦畔・農用地法面等の
草刈り

畦畔・農用地法面等の
草刈り

畦畔・農用地法面等の
草刈り

畦畔・農用地法面等の
草刈り

鳥獣害防護柵の適正
管理

鳥獣害防護柵の適正
管理

鳥獣害防護柵の適正
管理

水路

参加者・作業時間

Aさん 1.0 Aさん 1.0 Aさん 1.0 Aさん 1.0

Bさん 2.0 Bさん 2.0

Cさん 3.0 Cさん 3.0 Cさん 3.0

集約された日報例：図形ID１～4が集約される

－

A保全会

事務所２

－

－

2016/4/1

09:00

18:00

遊休農地発生防止の
ための保全管理

畦畔・農用地法面等の
草刈り

鳥獣害防護柵の適正
管理

Aさん 3.0

Bさん 4.0

Cさん 6.0

左記の項目は、最終
ポイントから出力

左記の項目は、最終
ポイントから出力

3のデータは活
動内容が異な
るため集約対
象外

赤字が集約項目
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